
第913号 平成14年3月1日（2）

4月から市税の前納報奨金制度を廃止します　詳しくは税務課（ 35－3136）へ

問
　
安
房
ト
ン
ネ
ル
が
開
通
し
、

高
山
・
丹
生
川
・
上
宝
・
松
本
と

い
う
県
を
越
え
た
枠
組
み
も
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

答
　
新
聞
な
ど
で
報
道
さ
れ
て
い

る
が
、
長
野
県
山
口
村
の
よ
う
に

岐
阜
県
の
東
濃
地
方
と
合
併
し
よ

う
と
し
て
い
る
自
治
体
も
あ
る
。

飛

地
域
で
は
、
白
川
村
の
よ

う
に
、
経
済
や
医
療
体
制
な
ど
の

面
で
富
山
県
と
の
結
び
つ
き
が
強

い
と
い
っ
た
状
況
も
あ
る
。
合
併

は
、
お
互
い
の
市
町
村
の
気
運
が

高
ま
ら
な
い
と
で
き
な
い
。
現
在
、

飛

地
域
に
お
い
て
、
県
を
越
え

た
合
併
の
気
運
は
な
い
と
考
え
て

い
る
。

問
　
市
と
し
て
は
、
具
体
的
に
周

辺
町
村
と
の
合
併
を
ど
の
よ
う
に

進
め
て
い
く
つ
も
り
か
。

答
　
高
山
は
飛

地
域
の
中
心
地

な
の
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
受

け
る
立
場
に
な
る
。
１
市
２
郡
の

首
長
（
市
町
村
長
）
の
会
議
で
も
、

お
互
い
の
意
見
交
換
を
行
っ
て
い

る
段
階
で
あ
る
。

問
　
市
町
村
に
よ
っ
て
、
財
政
レ

ベ
ル
な
ど
に
大
き
な
差
が
あ
る
よ

う
だ
か
、
次
の
点
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

①
歳
入
・
歳
出
・
サ
ー
ビ
ス
の
水

準
を
ど
こ
に
置
く
の
か
。

②
職
員
数
は
ど
う
な
る
の
か
。

③
市
町
村
に
よ
っ
て
、
歳
入
に
占
め

る
地
方
交
付
税
に
差
（
16
〜
50
％
）

が
あ
る
が
、
ど
う
な
る
の
か
。

驒

驒
驒

答
　
①
税
率
や
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

が
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
合

併
協
議
会
で
検
討
し
て
い
く
課
題

で
あ
り
、
今
は
具
体
的
に
ど
う
な

る
か
言
え
る
段
階
で
は
な
い
。
今

後
検
討
し
、
決
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
項
目
は
、
４
５
０
０
以
上

に
わ
た
っ
て
い
る
。

②
自
治
体
の
規
模
に
応
じ
た
適
正

な
職
員
数
は
あ
る
。
し
か
し
、
合

併
と
同
時
に
減
ら
す
こ
と
は
困
難

で
あ
り
、
徐
々
に
適
正
な
人
数
に

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

③
合
併
特
例
法
の
期
限
ま
で
に
合

併
し
た
場
合
は
、
合
併
前
の
総
額

が
10
年
間
維
持
さ
れ
、
そ
の
後
５

年
間
は
段
階
的
に
減
少
す
る
と
見

込
ま
れ
て
い
る
。

問
　
合
併
に
よ
り
、
現
在
の
債
務

を
含
め
い
ろ
い
ろ
な
経
費
が
必
要

と
な
る
が
、
こ
れ
を
現
在
の
高
山

市
民
が
負
担
す
る
の
か
、
周
辺
の

町
村
の
住
民
が
負
担
す
る
の
か
。

ま
た
、
今
後
は
、
市
民
に
対
し
て

十
分
な
情
報
提
供
を
し
て
ほ
し
い
。

答
　
債
務
や
事
業
な
ど
、
合
併
に

関
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
項
に
つ
い
て

は
、「
合
併
協
議
会
」
に
お
い
て
、

今
後
調
整
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら
も
、
広
報

な
ど
で
皆
さ
ん
に
詳
し
く
知
ら
せ

る
予
定
で
あ
る
。‡

市
町
村
合
併
は
、
皆
さ
ん
の
理

解
と
協
力
が
な
け
れ
ば
、
進
め
て

い
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
市
は
、

こ
れ
か
ら
も
、
「
出
前
講
座
」
な

ど
の
場
で
、
皆
さ
ん
か
ら
意
見
や

質
問
な
ど
を
お
聞
き
し
ま
す
。

ま
た
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
（
Ｅ
メ
ー
ル
）
で
も
、
意
見

な
ど
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
先
　
企
画
課
（

35
ー
３

１
３
１
・

35
ー
３
１
７
４
）

city
ha
ll@
hida
ne
t.ne
.jp

高
山
市
議
会
定
例
会
が
３
月
１

日
か
ら
18
日
ま
で
、
次
の
日
程
で

開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
。

市
議
会
の
本
会
議
は
、
ど
な
た

で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。
ま
た
、
市

役
所
１
階
の
マ
ル
チ
ビ
ジ
ョ
ン
で

も
放
映
し
て
い
ま
す
。

耳
の
不
自
由
な
方
の
た
め
に
、

手
話
通
訳
や
要
約
筆
記
を
行
っ
て

春
は
、
進
学
や
就
職
の
季
節
で

す
。
現
在
、
学
生
用
保
険
証
（
マ

ル
学
）
を
お
持
ち
の
方
で
、
３
月

に
卒
業
さ
れ
る
な
ど
、
次
に
該
当

さ
れ
る
方
は
、
市
民
課
窓
口
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
就
職
さ
れ
る
方

加
入
さ
れ
た
保
険
証
の
写
し
と

学
生
用
保
険
証
、
印
鑑
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
職
場
に
保
険
制
度

が
な
い
場
合
は
、
学
生
用
保
険
証

と
家
族
の
保
険
証
、
印
鑑

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

◎
市
内
に
転
入
し
、
引
き

続
き
国
民
健
康
保
険
に

加
入
さ
れ
る
方

学
生
用
保
険
証
と
家
族

の
保
険
証
、
転
出
証
明
書
、

印
鑑
を
持
参
し
、
転
入
届

い
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事

前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

な
お
、
日
程
は
変
更
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先
　
議
会
事
務
局

（

35
ー
３
１
５
２
）

（

35
ー
３
１
７
０
）

旧
市
庁
舎
跡
地
に
建
設
を
計
画

し
て
い
る
「
図
書
館
を
中
核
と
し

た
生
涯
学
習
施
設
」
の
設
計
業
者

を
選
定
す
る
に
あ
た
り
、
設
計
プ

ロ
ポ
ー
ザ
ル
（
技
術
提
案
）
を
行

い
ま
す
。

こ
れ
は
、
市
が
指
名
し
た
設
計

業
者
（
８
社
）
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

設
計
な

ど
に
対

す
る
考

え
方
を

提
案
し

て
も
ら

い
、
最

適
な
業

者
を
選

ぶ
も
の
で
す
。
選
考
に
あ
た
っ
て

は
、
学
識
経
験
者
や
市
民
の
代
表

な
ど
で
構
成
す
る
審
査
会
で
公
正

に
審
査
し
ま
す
。

指
名
業
者
の
審
査
員
に
対
す
る

説
明
会
を
一
般
に
公
開
し
ま
す
。

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
直
接

会
場
へ
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

◇
日
時

３
月
16
日

午
前
10
時

40
分
〜
午
後
５
時
こ
ろ
（
各
社

の
説
明
は
30
分
程
度
）

◇
場
所

市
役
所
市
民
ホ
ー
ル

◇
定
員

50
人
（
午
前
10
時
か
ら

受
け
付
け
し
、
定
員
に
な
り
し

だ
い
締
め
切
り
ま
す
）

▼
問
合
先
　
生
涯
学
習
課

（

35
ー
３
１
５
７
）

（土）

現
在
、
市
役
所
で
行
っ
て
い
る

国
民
年
金
事
務
の
一
部
が
、
４
月

か
ら
国
の
機
関
で
あ
る
社
会
保
険

事
務
局
（
高
山
社
会
保
険
事
務
所
）

に
変
わ
り
ま
す
。

◎
納
め
る
場
所
が
変
わ
り
ま
す

全
国
ど
こ
の
金
融
機
関
・
郵
便

局
で
も
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

今
月
中
に
、
社
会
保
険
庁
か
ら

平
成
14
年
度
分
の
納
付
書
が
１
年

分
ま
と
め
て
送
ら
れ
ま
す
。
前
納

（
一
括
）
納
付
と
月
別
納
付
の
２

種
類
の
納
付
書
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
希
望
の
方
法
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。

な
お
、
現
在
、
口
座
振
替
で
納

め
て
い
る
方
は
、
引
き
続
き
同
じ

口
座
か
ら
引
き
落
と
さ
れ
ま
す

（
口
座
振
替
の
内
容
を
確
認
す
る

た
め
の
通
知
書
を
送
り
ま
す
）。

◎
届
け
出
先
が
変
わ
り
ま
す

第
３
号
被
保
険
者
（
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
な
ど
の
配
偶
者
）
に
関
す
る

届
け
出
は
、
勤
務
先
の
事
業
主
へ

お
願
い
し
ま
す
。
社
会
保
険
事
務

所
へ
の
届
け
出
は
、
事
業
主
の
方

が
、
健
康
保
険
の
扶
養
の
手
続
き

と
あ
わ
せ
て
行
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。ま

た
、
年
金
を
受
給
し
て
い
る

方
が
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
、
４
月

以
降
は
、
社
会
保
険
事
務
所
で
手

続
き
の
相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
制
度
が
変
わ
り
ま
す

年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
方
に
は
、
半
額
免
除
ま
た

は
全
額
免
除
で
き
る
方
法
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
前
号
の
「
広

報
た
か
や
ま
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

な
お
、
免
除
の
承
認
期
間
が
、
７

月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
の
１
年
間

に
変
わ
り
ま
す
。

ま
た
、
夜
間
部
・
定
時
制
課
程

お
よ
び
通
信
制
課
程
の
学
生
な
ど

に
、
学
生
納
付
特
例
制
度
が
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

◎
こ
れ
ま
で
ど
お
り
市
役
所
で

手
続
き
す
る
も
の

・
厚
生
年
金
に
加
入
し
た
と
き
や
、

厚
生
年
金
を
喪
失
し
た
と
き

・
任
意
で
国
民
年
金
に
加
入
す
る

と
き

・
免
除
の
申
請
を
す
る
と
き

・
老
齢
給
付
・
障
害
基
礎
年
金
等

を
請
求
す
る
と
き

・
死
亡
一
時
金
を
請
求
す
る
と
き

‡

取
り
扱
い
事
務
の
変
更
に
よ

り
、
市
民
課
の
窓
口
カ
ウ
ン
タ
ー

が
一
部
変
わ
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
は
、
老
後
の
生
活
費

の
基
本
部
分
を
支
え
る
大
切
な
制

度
で
す
。
皆
さ
ん
の
正
し
い
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
先
　
市
民
課
（
内
線
２
１

５
６
）
高
山
社
会
保
険
事
務
所

（

32
ー
６
１
１
１

）

問問問 答答

問答

日�

市議会３月定例会日程�
時間はいずれも午前9時30分からです�

曜� 内 容 �場 所 �

7�木�本会議（一般質問）�議 場

8�金�本会議（一般質問）�議 場

13�水�予算特別委員会�全員協議会室�

14�木�予算特別委員会�全員協議会室�

15�金�予算特別委員会�全員協議会室�

1�金� 本 会 議 �
（議案の提案説明）�議 場

11�月� 総務委員会�厚生委員会�各委員会室�

12�火� 産業委員会�建設委員会�各委員会室�

18�月�本会議最終日�（議案の採決など）�議 場

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
進
学
で
市
外
に
転
出
さ
れ
る
方

在
学
証
明
書
（
入
学
前
の
方
は

合
格
通
知
書
を
ご
持
参
く
だ
さ

い
。
後
日
、
在
学
証
明
書
を
提
出

し
て
い
た
だ
き
ま
す
）
と
家
族
の

保
険
証
、
印
鑑
を
持
参
し
、
転
出

届
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先
　
市
民
課

（
内
線
２
１
５
２
）

市
議
会
３
月
定
例
会
が
始
ま
り
ま
す
�

卒
業
・
入
学
・
就
職
に
伴
う
�

国
保
学
保
険
証
の
変
更
手
続
き
を
忘
れ
ず
に
�

生涯学習施設の建設予定地（馬場町2）

答
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